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地域再生計画 

 

１ 地域再生計画の名称 

  千葉県新産業創出計画         

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

  千葉県 

 

３ 地域再生計画の区域 

  千葉市、松戸市、木更津市、柏市及び君津市の全域 

 

４ 地域再生計画の目標 

（１） 千葉県産業政策展開の方向 

    わが国の経済はようやく安定した経済成長局面に入ったと言われているが、国際競争

の激化、地域間格差の拡大、人口減少社会の進展など様々な課題に直面している。 

    このため、これらの課題に対応し、千葉県の自立的な発展と地域経済の活性化のため、

平成 18 年 6 月に「千葉新産業振興戦略」を策定し、産業クラスター形成・発展を実現

するための施策を進めてきた。今後は、産業クラスター間の交流促進や国、関係機関、

自治体との連携を強化し、各分野の情報・技術・人材の効果的な活用による相乗効果を

図っていくとともに、産学官連携による共同研究開発プロジェクトを一層推進すること

により、事業化・商品化を進め、その成果を対外的に目に見えるかたちで示すことを目

指していく。 

  ＊ 産業クラスター：特定分野における関連企業、大学、研究機関などが地理的に集中し、競争しつつ、

同時に協力関係にある産業集積群のこと。     

（２）地域再生計画区域の特性 

本県には、大学や先端的研究機関など多様かつ多数の知的機関が存在しているが、特

に千葉地域、東葛飾北部地域、かずさ地域においては、研究機関などが多数集積してお

り多くの研究開発プロジェクトが展開されている。 

それぞれの地域の特性は以下のとおりである。 

① 千葉地域（千葉市を中心とする地域） 
国際業務・コンベンション機能の集積があるほか、大学・公設試験研究機関・民間研

究所による学術・研究機能の厚い集積があり、医工連携や情報通信技術を基盤とした新

産業創出の動きが見られる。 

② 東葛飾北部地域（松戸市、柏市を中心とする地域） 
技術水準の高い電気機械、一般機械等を中心とする製造業や民間研究機関が存在する

ほか、東京大学、東葛テクノプラザや東大柏ベンチャープラザ等との産学官連携の推進

により、バイオテクノロジー、ナノテクノロジー等のベンチャー企業が集積するなど新
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産業創出の期待が大きい地域である。 

③ かずさ地域（木更津市、君津市を中心とする地域） 
かずさＤＮＡ研究所等かずさアカデミアパークの整備により、国際的水準のバイ

オ研究拠点があり、東京湾アクアラインの開通や首都圏中央連絡自動車道等の整備

進展により、京浜方面等とのアクセス向上が進んできている。 

 

このような背景から、本県では、千葉地域･東葛飾北部地域･かずさ地域の 3つの集積

拠点を中心に、各拠点間の緊密な連携を図りつつ産学官の連携体制のもと、研究開発と

研究成果の産業展開の促進を推進していく。 

 

（３）地域再生計画の目標 

本計画は、千葉地域･東葛飾北部地域･かずさ地域に立地する大学及び研究機関などにお

いて、優秀な外国人研究者の受入れが円滑に行われるよう、外国人研究者等に対して入

国・在留諸申請の優先処理を行うとともに、「5-3-2 支援措置によらない独自の取り組み」

に記載する各事業を実施することにより、国際的な競争に負けないような多くの研究開発

の促進と産業化への展開を図っていくことを目的とするものである。 

 

（目標１） 大学、研究機関における外国人研究者受入数   

  平成 14 年度 430 名 → 平成 24 年度 860 名（10 年間で 2倍の増加を目指す。） 

 （国立大学法人千葉大学、国立大学法人東京大学柏キャンパス、独立行政法人放射線医学総合研究所、

財団法人かずさディー・エヌ・エー研究所、独立行政法人製品評価技術基盤機構の各研究機関におけ

る受入実績） 

 

 （目標２） 重点産業分野の新規事業開発・創出件数（単年度）    

17 年度 

（実績） 

18 年度 

（実績） 

19 年度

（目標）

20 年度 

（目標）

21 年度

（目標）

22 年度

（目標）

23 年度 

（目標） 

36 件 49 件 55 件 72 件 増加を目指す 

  

（目標３） 大学発ベンチャー企業数（累計） 

17 年度 

（実績） 

18 年度 

（実績） 

19 年度

（目標）

20 年度 

（目標）

21 年度

（目標）

22 年度

（目標）

23 年度 

（目標） 

17 社 20 件 27 社 35 社 増加を目指す 

 

（目標４） バイオベンチャー企業数（累計） 

17 年度 

（実績） 

18 年度 

（実績） 

19 年度

（目標）

20 年度 

（目標）

21 年度

（目標）

22 年度

（目標）

23 年度 

（目標） 

19 社 調査中 27 社 32 社 増加を目指す 
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５ 目標を達成するために行う事業 

  

５－１ 全体の概要 

 本県には多数かつ多様な知的機関が集積しているが、特に多くの大学及び研究機関が存在す

る千葉地域(千葉市を中心とする地域)、東葛飾北部地域(松戸市及び柏市を中心とする地域)、

かずさ地域(木更津市及び君津市を中心とする地域)において、地域再生の支援措置を活用し、

優秀な外国人研究者を円滑に受け入れることにより、内外から世界水準の研究人材を集積させ、

研究開発の促進とその成果を活用した経済活動の活性化を図る。 

 特に、バイオテクノロジー、ナノテクノロジー分野の研究開発における国際的な競争は、知

的フロンティアの開拓に基づく新たな価値の形成を巡る知的競争であり、優秀な人材の集積が、

成功の鍵を握る。このため、東京大学、千葉大学、放射線医学総合研究所、かずさＤＮＡ研究

所、製品評価技術基盤機構などの知の集積、研究開発力を産業化に結び付けていくために、「千

葉県・東京大学かずさ国際地球環境研究拠点形成プロジェクト事業」といった事業の実施によ

り、人材の育成・集積に一層努め、国際拠点としての優位性を形成していく。また、「千葉県

バイオ・ライフサイエンス・ネットワーク会議」などの場を活用し、広域的・地域横断的な産

学官連携の充実・強化を図り、新たな共同研究の推進やバイオベンチャーの株式公開・上場な

どを目指した取組みを展開していく。 

 

５－２ 法第４章の特別の措置を適用して行う事業 

 該当無し 

 

５－３ その他の事業 

５－３－１ 基本方針に基づく支援措置 

【Ｂ０５０２】外国人研究者等に対する入国申請手続に係る優先処理事業(法務省) 

 

（１）本支援措置の適用を受けようとする外国人 

   地域再生計画の区域内に所在する機関（下記（２））において、入管法別表第 1 の 5 の

表の下欄に掲げる研究活動を行う外国人並びにその配偶者及び子 

 

（２）本支援措置の対象となる機関 

本支援措置の対象となる機関は以下の5機関である。 

①国立大学法人東京大学(柏キャンパス) 

  ②国立大学法人千葉大学 

  ③独立行政法人放射線医学総合研究所 

④財団法人かずさディー・エヌ・エー研究所 

⑤独立行政法人製品評価技術基盤機構 
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 また、各機関において実際に本支援措置を活用する施設名、所在地等は以下のとおりである。 

機関名 施設名 所在地 概要 
外国人の 
活動内容 

国立大学法
人東京大学 

物性研究所 
（中核施設） 

柏市柏の葉５－
１－５ 

極低温、超磁場等極限
状態における物の性
質に関する研究、素粒
子理論に関する研究、
物質のシュミレーシ
ョン・デザインに関す
る研究など、物性科学
に関する基礎的研究
を総合的に展開 

物性科学 

国立大学法
人東京大学 

宇宙線研究所 
（中核施設） 

同上 
 

宇宙線（素粒子）の観
測による宇宙の生成
や素粒子の性質に関
する研究。スーパーカ
ミオカンデによるニ
ュートリノの観測、重
力波の観測、高エネル
ギー・ガンマ線の観測
など 

素粒子科学 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国立大学法
人東京大学 

大学院新領域創成
科学研究科 
（中核施設） 

同上 
 
 

様々な専門分野を「学
融合」し、現代の課題
に即した研究活動を
展開。基盤科学（物質
系専攻、先端エネルギ
ー工学専攻、基盤情報
学専攻、複雑理工学専
攻）、先端生命科学、
環境学の３つの研究
系と情報生命科学専
攻から成る。 

基盤科学、先端
生命科学及び
環境学 

国立大学法
人千葉大学 

大学院医学研究院
（中核施設） 

千葉市中央区亥
鼻１－８－１ 

生命科学研究、医療応
用に特化した高度な
臨床医学研究、高度医
療のための研究を中
心とした先端的研究 

医学 

国立大学法
人千葉大学 

大学院薬学研究院
（中核施設） 

千葉市中央区亥
鼻１－８－１ 

創薬科学、環境生命科
学、そして医療薬学等
の領域において、高度
でかつ多角的な研究 

薬学 

国立大学法
人千葉大学 

大学院自然科学研
究科 
（中核施設） 

千葉市稲毛区弥
生町１－３３ 

理化学、生命・地球科
学、材料・物性科学、
環境など、自然科学の
主要な専門諸分野の
深化はもとより、学際
的、総合的な分野の教
育と研究 

自然科学 

国立大学法
人千葉大学 

真菌医学研究セン
ター（中核施設） 

千葉市中央区亥
鼻１－８－１ 

病原真菌・放線菌の収
集、保存、研究・開発 

医学 
 

国立大学法
人千葉大学 

フロンティアメデ
ィカル工学研究開
発センター 
（中核施設） 

千葉市稲毛区弥
生町１－３３ 

体情報計測解析研究、
医用画像診断システ
ム研究、手術生体機能
支援機器研究、生体ナ

医学・工学 
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ノ機能材料研究、脳機
能計測解析研究 

国立大学法
人千葉大学 

環境健康都市園芸
フィールド科学教
育研究センター
（中核施設） 

柏市柏の葉６－
２－１ 

環境健康科学・都市環
境園芸学を創成する
文理融合・学際研究
型、社会貢献・地域連
携型の教育研究 

環境健康総合
科学 

国立大学法
人千葉大学 

環境リモートセン
シング研究センタ
ー（中核施設） 

千葉市稲毛区弥
生町１－３３ 

「リモートセンシン
グによるアジアの環
境変動地域のモニタ
リング」を統一テーマ
によるセンサ・大気環
境、植生・陸域環境、
環境データベースな
どの研究・開発 

自然科学 

独立行政法
人放射線医
学総合研究
所 

放射線医学総合研
究所本所 
（中核施設） 

千葉市稲毛区穴
川４－９－１ 

放射線の生体影響と
放射線障害の診断･治
療ならびに社会的対
策、放射線や同位元素
を用いた疾病の治療
と診断等研究開発 

放射線医学 

財団法人か
ず さ デ ィ
ー・エヌ・エ
ー研究所 

かずさＤＮＡ研究
所 
（中核施設） 

木更津市かずさ
鎌足２－６－７

DNAの構造の解析研
究、DNAの構造の解析
技術に関する研究、D
NAの機能等に関する
研究並びにDNA に関
するデータ等の蓄積
及び提供等 

ライフサイエ
ンス 

独立行政法
人製品評価
技術基盤機
構 

生物遺伝資源保存
施設 
(中核施設) 

木更津市かずさ
鎌足２－５－８

生物遺伝資源(微生物
及び微生物由来のDNA
クローン等）の保存・
分譲及び自然界から
の新たな分離・培養･
保存に関する研究開
発等 

バイオテクノ
ロジー 

独立行政法
人製品評価
技術基盤機
構 

生物遺伝資源開発
施設 
（中核施設） 

木更津市かずさ
鎌足２－５－８

産業に有用な生物遺
伝資源の探索や機能
低下を防止するため
の研究及び産業利用
につなげる事業の実
施等 

バイオテクノ
ロジー 

 

（３）上記「（２）」の機関が、出入国管理及び難民認定法別表第 1 の 5 の表の下欄の事業活

動の要件を定める省令（平成 18 年法務省令第 79 号）に定める要件に該当するものであ

ること並びにそのように判断した理由 

海外の知識や技術を有する卓越した研究者の受入れを促進し、研究活動や研究成果を活用

した事業経営活動を活発化させるためには、「①国立大学法人東京大学(柏キャンパス)」、「②

国立大学法人千葉大学」、「③独立行政法人放射線医学総合研究所」、「④財団法人かずさディ

ー・エヌ・エー研究所」、「⑤独立行政法人製品評価技術基盤機構」の 5機関における研究活

動や特定プロジェクトに従事することとなる常勤または長期任用の外国人研究者に対して
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本支援措置を適用することにより、外国人研究者の受入れを円滑に行うことが必要である。 

まず、出入国管理及び難民認定法の別表第1の5に定める研究活動の中心となる施設として、 

「①国立大学法人東京大学(柏キャンパス)」には、物性科学分野に係る物性研究所、宇宙物

理学分野に係る宇宙線研究所及び基盤科学・先端生命科学・環境学分野に係る大学院新領域

創成科学研究科が所在し、「②国立大学法人千葉大学」には、医学・工学分野に係るフロン

ティアメディカル工学研究開発センター、環境健康総合科学分野に係る環境健康都市園芸フ

ィールド科学教育研究センター、医学分野に係る真菌医学研究センター、自然科学分野に係

る環境リモートセンシング研究センター、自然科学分野に係る大学院自然科学研究科、医学

分野に係る大学院医学研究院及び薬学分野に係る大学院薬学研究院が所在するほか、千葉市

内には放射線医療分野の「③独立行政法人放射線医学総合研究所」が、さらに、「④財団法

人かずさディー・エヌ・エー研究所」には、ライフサイエンス分野のかずさＤＮＡ研究所や、

生物遺伝資源の整備や研究を行う「⑤独立行政法人製品評価技術基盤機構」の生物遺伝資源

保存施設と生物遺伝資源開発施設が所在している。 

このように、特定研究を行う上記の5機関は、高度な専門的知識を必要とする特定の分野に

関する研究(特定研究)を目的としており、当該特定研究に必要な施設･設備その他の研究体制

が整備されている。 

また、「①国立大学法人東京大学(柏キャンパス)」周辺では、総合産業支援施設として本

県が整備した東葛テクノプラザや大学連携型起業家育成支援設備（インキュベーションセン

ター）、民間の区画整理事業によるサイエンスパークなどを中心に、国立大学法人東京大学

との産学連携の進展を踏まえて、研究開発施設の相当程度の集積や、関連産業の相当程度の

発展が見込まれる。「②国立大学法人千葉大学」周辺では、医工連携や環境健康総合科学分

野等の研究の進展を踏まえて、当該分野の関連産業の発展が相当程度見込まれる。さらに、

「③独立行政法人放射線医学総合研究所」の所在する千葉地域においては、共同研究や技術

移転を通じて研究成果を活用した関連産業の発展が相当程度見込まれており、「④財団法人

かずさディー・エヌ・エー研究所」や「⑤独立行政法人製品評価技術基盤機構」が所在する

かずさアカデミアパークにおいては、同パーク内に本県や中小企業基盤整備機構が設置する

インキュベーション施設や同パーク内の研究開発用地などにおいて、同研究所における研究

の進展をインセンティブとして、ライフサイエンス分野の研究開発施設の相当程度の集積や、

関連産業の相当程度の発展が見込まれる。 

    このように、本支援措置の対象となる各機関は、いずれも世界的なレベルの研究活動を展開

しているところであり、外国人研究者がこれらの機関における研究成果を活用した事業活動を 

展開することにより、特定研究の成果が当該特定研究機関若しくは、これと連携する他の機 

関の行う特定研究若しくはこれに関連する産業に係る事業活動に相当程度利用されることが 

見込まれる。 

    なお、本支援措置の対象となる機関はこれまでにも相当数の外国人を受け入れているが、外

国人の適切な在留を確保するため、外国人研究者はこれらの機関の教授等と共同研究等実績の

ある研究者に限定している。また、身元の確認として「在留資格認定証明書」のほか履歴書、
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職歴証明書等の提出も受けている。 

 

（４）本支援措置を活用して取組む地域再生の内容 

     本支援措置を活用し、主に以下の事業を実施することにより、世界レベルの研究開発の

促進、産業化を通じて新産業創出拠点地域としての国際的優位性を高めていく。 

     

  ○ かずさＤＮＡ研究所実用化研究推進事業 

かずさバイオ共同研究開発センターにおいて、かずさＤＮＡ研究所の研究成果を活

用し、県内外の大学等とともに実用化に向けた共同研究を行い、県内産業の振興、県

民生活の向上を図る。 

・ ヒト遺伝子機能情報の解明（米国ウィスコンシン州交流事業） 

かずさＤＮＡ研究所が有する高品質なヒト遺伝子情報（疾患に関する遺伝子を多く含

むと予想されている約2000個のヒト長鎖ｃＤＮＡ等）及び構造解析に関するノウハウと、

プロメガ社が保有している多くの遺伝子・タンパク質解析の技術や知識を活用し、共同

研究を行うことにより、新たな医薬品や試薬等の開発を推進する。また、新たに、これ

までに蓄積した本事業成果物の普及活動をプロメガ社と共同で開始し、さらにこれらの

普及活動を産業化に結びつけるべく、プロメガ社技術を活用した遺伝子資源の蓄積を重

点的に行う。   

・ トマトに関する高機能性食品データベースの構築 

トマトの遺伝子に関する情報の実用化を迅速かつ効率的に活用できるようにするた

め、ＦＴ－ＭＳなどの最新型質量分析装置を活用し、トマトの形質・代謝産物と遺伝子

を関連付けた代謝経路情報及び関連する遺伝子情報をデータベースとして蓄積する。ま

た、大量のトマトから成分を抽出し、トマトに含まれるごく微量の成分の分析も行い、

これらに関するデータベースも構築する。 

・ 先進超微量バイオ測定系の研究開発（「地域新生コンソーシアム研究開発事業」によ  

り採択） 

   千葉県地域結集型研究開発事業の研究成果の実用化を促進するため、千葉県内外の

ナノテクノロジー、マイクロ流路装置開発メーカーなどと共同して、医療応用、産業

応用を目指した分析装置・試薬の開発・研究を行う。平成19年度には製品開発に向け

たスタートアップの研究を開始するとともに、企業等と連携して将来の事業の基礎を

形成する。 

 

○ 都市エリア産学官連携促進事業（文部科学省の国庫補助） 

共同研究プロジェクト； 

「ゲノム科学による生活習慣病発生予防へのデュアルアプローチ」 

   千葉エリア、東葛エリアの２つのエリアが連携した共同研究プロジェクト。 

   生活習慣病予防に対する発症予防・早期診断のための機器開発、予測診断システム・
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予防ネットワークシステムを構築し、バイオ・ライフサイエンス分野の産業振興・研

究開発の推進を図る。 

・共同研究１「肥満・生活習慣病の予防、健康増進サポートシステム構築」 

   今日、日本における主要疾患である生活習慣病、とりわけメタボリック・シンドローム

（内臓脂肪症候群）の対策として、個別の健康づくり（オーダーメイド健康管理）を進め

るためのシステム開発が望まれている。医療分野の研究開発が進展する千葉大学医学部

（千葉市）が中心となり、個人ニーズに的確に対応できる効率的で新しいオーダーメイド

健康管理支援システムの構築を進め、最終的には、これらの研究成果を健康支援事業とし

て早期に事業化することを目指す。 

・共同研究２「生活習慣病の発症予測及びがんの早期診断システム開発」 

「抗体マイクロアレイ」とは、細胞や体液中の微量タンパク質をガラス基板上などに抗

体を結合させたチップと反応させて生活習慣病などの発症を予測・確認するシステムで、

疾病の早期診断や診断マーカーの開発などに使うことができる。こうしたマイクロアレ

イ技術は2003年のヒトゲノム（遺伝子）解析の完了により各方面で実用化が進んでいる

が、東京大学などの大学発ベンチャーの連携のもと、ゲノム解析をベースとしてナノ・

バイオ技術により、生活習慣病、難治性がんの早期診断・発症予防につながる血清マー

カーの同定を行うとともに、新規診断システムとして事業化することを目指す。  

 

○ 放射線医学総合研究所における研究 

放射線医学総合研究所は、放射線医学に関する科学技術の水準の向上を目的として、

放射線の人体への影響に関する研究開発、放射線による人体への障害の予防、診断及

び治療に関する研究開発等の業務を行っている。 

１ 放射線に関するライフサイエンス研究 

・重粒子線によるがん治療の研究 

   がんは単に治りさえすればよいというものではなく、患者の社会復帰を充分に考え

た、臓器や体の形を可能な限り損ねない治療が望まれている。放射線医学総合研究所

重粒子医科学センターでの重粒子線による最先端の放射線治療は、身体的負担の少な

い、人に優しい治療法として大きな期待を担っているため、治療法のさらなる高度化

と全国的な普及を目指した研究開発に取り組んでいる。 

・生体における分子レベルの異常を画像化する分子イメージング研究 

   分子イメージングとは、生体内で起こる様々な生命現象を外部から分子レベルで捉

えて画像化することであり、生命の統合的理解を深める新しいライフサイエンス研究

分野である。放射線医学総合研究所分子イメージング研究センターでは、腫瘍や精神・

神経疾患に関する基礎研究や臨床研究のほか、分子プローブの開発や放射薬剤製造技

術開発、PET開発、MRIの計測技術開発等、分子イメージングの基礎研究から疾患診断

の臨床研究まで幅広い研究を行っている。 
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・放射線が生体におよぼす影響の研究 

 放射線医学総合研究所放射線防護研究センターでは、環境中の放射線や放射性物質

によって、あるいは放射線の利用にともなって、人や環境がどれほどの放射線を受け

るか、また、どれほどの放射線が人や環境にどれほどの影響をおよぼすのかについて、

その仕組みの解明と定量的な評価を目指している。さらに、これらの研究成果を取り

まとめて、放射線の影響についての理解を促進し、より合理的な規制に反映させるた

めの情報発信を行っている。活動の範囲は国内に留まらず、国際原子力機関からは研

究協力センターの指定を受けている。その他にも、放射線の生物影響に関する国連科

学委員会、国際放射線防護委員会、世界保健機構、経済協力開発機構等と密接な連携

を取りながら放射線影響の解明と、より合理的な規制の導入のためのデータ分析を行

う総合的な研究拠点としての活動を進めている。 

２ 放射線安全・緊急被ばく医療研究 

   原子力災害や放射線事故等で作業従事者や一般住民が被ばくしたり、放射性物質に

汚染された場合に行う医療を緊急被ばく医療と呼ぶが、放射線医学総合研究所は、我

が国の原子力防災体制の中で被ばく医療機関の中核と位置づけられ、高度な緊急被ば

く医療を行う放射線障害専門病院としての任務を担っている。また、様々な研究・調

査を行うとともに緊急被ばく医療体制の確立に取り組み、必要な施設・機器等の維持・

整備等も行っている。 

 

○ 製品評価技術基盤機構における研究 

人類が現在までに発見した微生物は、地球上に存在する全微生物数のごく僅かにす

ぎず、手つかずの微生物には人間生活や産業に活用できるポテンシャルが秘められて

いる。これまでにも極限状態の環境から好熱菌、動植物から共生菌などが分離され、

それぞれ特殊な酵素の生産や環境調節に応用できると期待されている。製品評価技術

基盤機構では、産業有用微生物資源を自ら探索・分離・同定・収集・保存し、様々な

情報を付加したライブラリーを構築している。さらに、これらの質を長期的に維持し

向上させるため、機能低下を防止する技術の研究や、特殊環境下から遺伝子を直接取

得する方法を検討・実施している。 

 また、生物遺伝資源の有用機能を産業利用へと結びつける研究を促進させるため、

生物遺伝資源や生物遺伝資源情報などをデータベースにまとめるとともに、それらを

活用して産学官の連携による共同研究事業を実施している。共同研究事業は、バイオ

テクノロジー分野の研究開発を産学官の連携によって促進するだけでなく、生物遺伝

資源利用の実用化を目指して行っている。     

 

５－３－２ 基本方針に掲げられた支援措置によらない独自の取組み 

（１） 研究機能強化関連 

○ 「かずさ」を中心とするゲノム科学の国際拠点形成の促進 
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   「東京圏ゲノム科学の国際拠点形成プロジェクト基本構想」及び「千葉県バイオ新産業

創出プラン」において重要拠点に位置づけられた「かずさアカデミアパーク」、「千葉地

域」、「柏・東葛地域」の県内３地域における研究開発プロジェクトの推進や研究機関等

の施設の誘致、産学官の連携を進め、バイオクラスターとして充実強化を図る。   

  ・「千葉県・東京大学かずさ国際地球環境研究拠点形成プロジェクト事業」 

東京大学大学院新領域創成科学研究科で本県に新たに設置することを構想している

「バイオーム」（大型環境制御実験施設のこと。地球環境問題、食糧問題、バイオテク

ノロジー、生物多様性など広範囲の研究を行う施設として、県民や人類に大きく貢献す

ることが期待されている。）の設置促進を目指し、東京大学とかずさＤＮＡ研究所との

共同研究、プロジェクト事業推進協議会の設置などを推進する。 

・「千葉県バイオ・ライフサイエンス・ネットワーク会議」 

県内の企業、研究機関、大学等約 140 団体で構成。全県的な産学官連携を促進し、東

京圏と密接に連携を図りながらバイオテクノロジー分野の研究開発を促進する。 

 

（２） 優秀な研究人材の集積促進関連 

    世界に通用する知の集積基盤の形成を促進するためには、優秀な研究人材の集積を図

る必要があるが、特に、海外の高度な知識や技術を有する卓越した人材の受入れを促進

することが重要である。このため、外国人研究者をはじめとする優秀な研究人材受け入

れのための研究周辺環境の整備として、教育環境や居住環境の整備を促進していく。 

○ 国際教育学校の整備推進 

   国際都市として発展する幕張新都心において、すでに高い英語能力を有する帰国子

女や外国人子女を受入れ、その能力の伸長を図るとともに、多国籍の児童がともに学

び、日々の学校生活の中で国際社会に対する理解を深めることができる国際教育学校

（私立学校）の整備を推進する。平成１８年度は整備に向けて関係機関との協議を行

った。 

 

（３） 産学官連携による共同研究等の推進関連 

○ ちばの強みを生かしたネットワーク体制の構築 

   本県の地域特性や産業集積が持つ強みを生かし、中小・ベンチャー企業、大学や研

究機関などの結びつきを深め、連携していくことにより、新規事業を生み出していく。

このため、重点的に推進する産業分野について、推進協議会や研究会などを積極的に

活用し、産業クラスターの形成・発展、ネットワークの強化を図る。 

○ 様々な共同研究プロジェクトの創出 

   産業クラスター事業による東葛テクノプラザを中心としてコーディネーション機

能や都市エリア産学官連携促進事業などによるコーディネーション事業等を活用し、

大学における研究シーズの探索や企業ニーズの掘り起こしを実施する。このシーズ・

ニーズを様々な機会を通じてマッチングさせ、競争的研究資金への公募を支援するこ
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とにより、様々な共同研究プロジェクトを創出する。 

 

（４） 大学発ベンチャーの創出・育成関連 

  ○ 新事業創出に向けた起業家育成施設等の整備 

     独立行政法人中小企業基盤整備機構では、大学の持つ知的資源や地域における産業

集積を活用して、企業化を目指すベンチャー企業等に対し、支援する起業家育成施設

の整備を進めている。この事業を活用し、19 年度開設予定である千葉大亥鼻イノベ

ーションプラザ等の整備促進を千葉市、千葉大学等と連携して行う。 

 

６ 計画期間 

  認定の日から平成２４年３月末まで 

 

７ 目標の達成状況に係る評価に関する事項 

  「４」に示す地域再生計画の目標については、毎年状況を把握し、関係機関により達成の

評価、改善すべき事項の検討等を行う。 

 

８ 地域再生計画の実施に関し当該地方公共団体が必要と認める事項 

  「千葉国際教育特区」 

  規制の特例措置「802 構造改革特別区域研究開発学校設置事業」を活用し、外国人の教育

環境整備と国際人の育成を推進するため、帰国子女等の日本人をはじめ多国籍の園児・児童

が一緒に学ぶ幼稚園と小学校を設置する。英語によるイマージョン教育(※)を導入するとと

もに、転出入の多い児童に対応し、個々の学習歴に応じた指導を実施するなど、現行の教育

課程の基準によらない教育課程の編成を行う。  

 海外で教育を受けた児童の受け入れ態勢を充実することにより、外資系企業の立地促進に

つながるとともに、外国人研究者受入れの環境整備にも資する。 

  

※英語によるイマージョン教育とは、一般教科を英語で行う教育プログラムのこと。 


